
3.定期点検
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定期点検①

定期点検は管理者の管理責任として求
められるものですが、その実施について
は専門点検の方法について十分な知見
を有する充填回収業者などの整備業者
に委託されることが想定されます。
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定期点検②

①一定規模以上の機器について行います。

②機器ごとに定める期間ごとに一度以上の頻度

で計画的に点検を行います。

③機器の専門点検の方法について十分な知見を

有する者が自ら行うか、立ち会うことが必要です。
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定期点検③

④定期点検は、機器からの異常音、外観の損傷、摩耗及び腐食その

他の劣化、錆び、油にじみ並びに熱交換器の霜付き等について点

検を実施します。その上で、直接法又は間接法による点検を行い

ます。

V漏えい箇所が概ね特定できる場合には、直接法（発泡液法、電

子式漏えいガス検知装置法、蛍光剤法など）により点検し

ますo

vその他の場合は、間接法（蒸発圧力等が平常運転時に比べ、異

常値となっていないか計測器等を用いた点検）により点検しますo

v直接法と間接法とを組み合わせた方法で点検を行います。
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定期点検の対象機器と頻度について

製品区分 区分 点検の頻度

冷蔵機器及び
当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が
7.SkW以上の機器

1年に一 回以上
冷凍機器 ※主な対象機器：別置型ショ ーケース、冷涼冷蔵ユニット、

冷漂冷蔵用チリングユニット

当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が
SO kW以上の機器 1年に一 回以上
※主な対象機器：中央方式エアコン

エアコンディショナー

当該機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が
7.SkW以上SOkW未満の機器

3年に一 回以上
※主な対象機器：大型店舗用エアコン、ピル用マルチェアコ

ン、ガスヒートポンプエアコン

※対象機器は、ひとつの冷凍サイクルを構成する機器の圧縮機に用いられる電動機の定格出力により判断する。例えば、ひとつの冷凍サイクルに2台
の機器が使われている場合は、2台の合計の定格出力で判断します。

※エンジンなど電動機以外の他の動力源として工ンジンを用いて圧縮機を動作させる製品である、ガスヒートポンプを用いた第 一種特定製品及びサブ
エンジン方式の輸送用冷凍冷蔵ユニットについては、『圧縮機に用いられる電動機Jを「動力源となるエンジンの出力」と、直結方式の輸送用冷凍冷蔵
ユニットについては上記「圧縮機に用いられる電動機Jを『動力源となるエンジンの圧縮機を駆動するための定格駆動動力」と各々読み替えて適用する。
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【参考】定期点検の内容について
0点検方法については、業界団体が策定している冷媒漏えい点検ガイドライン等に準拠し

た適切な方法で実施する三とが重要です。

発泡液法
漏えい検知機を

用いた方式

＝ヅ｜
ピンポイントの漏えい検知に
適している。漏えい可能性の
ある箇所に発泡液を塗布し
、吹き出すフロンを検知。

電子式の検知機を用いて、配管
等から漏れるフロンを検知する
方法。検知機の精度によるが、
上記2方法に比ベて微量の漏え
いでも検知が可能。

蛍光剤法

配管内に蛍光邦Iを注入し、漏えい
箇所から漏れ出た蛍光剤を紫外
線等のランプを用いて漏えい箇所
を特定。
※蛍光剤の成分によっては機器に不具合を生

ずるおそれがあることから 、 償器メーカーの
了震を得た上で実施することが必要

下記チヱツクシー トなどを用いて、稼働中の機器の運転値
が日常値とずれていないか確認し、漏れの有無を診断する
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4. 整備の記録と保存／
点検・整備記録簿
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整備の記録と保存／
点検・整備記録簿

等検点
検
問

』
E－、
．

J

検点易簡

〈 整備・充填
漏えいを確認等した場合、

修理の必要性を説明

漏えいが確認された場合、速
やかに修理 ・ 再充填を依頼

管 i

君 I [
λ I 点検・整備記録簿

記録 ··t,, 1 ・機器を特定する情報

0lf· 'J/ z ・冷媒種、充填量
V I ＋点検・修理等の日時・肉容・結果等

※機器.に作成・保存し、機器又は事務所等に
備え付ける

・・国植民治 信号 一般財団法人日本冷媒・環境保全機構
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点検・整備記録簿①

。管理者は、適切な機器管理を行うため、点検や修理、

冷媒の充填・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要

があります。

機器の点検・整備について、充填回収業者に委託され

た場合は、充填回収業者が点検・整備の内容を点検・

整備記録簿に記録するよう依頼される可能性がありま

す。
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点検・整備記録簿②

。点検・整備記録簿は事業所等において、機器を廃棄する

まで、紙又は電磁的記録によって保存する必要があります。

。機器の整備 ・ 点検の前には、管理者が整備者及び充填回

収業者に確認のため点検・整備記録簿を見せる必要があ

ります。

。機器を他者に売却・譲渡する場合は点検 ・ 整備記録簿又

はその写しを売却・譲渡相手に引渡す必要があります。

�量 一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構
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点検・整備記録簿③

。点検 ・ 整備記録簿に記録すべき事項
①管理者の氏名（法人の場合は名称）
②点検実施者の氏名（法人の場合は名称及び実施者の氏名）
③修理実施者の氏名（法人の場合は名称及び実施者の氏名）
④充填 ・ 回収した充填回収業者の氏名（法人の場合は名称及び実施者の氏名）
⑤点検を行った機器の設置場所及び機器を特定するための情報
⑥フ口ンの初期充填量（設置時における現場充填量を含む）
⑦点検（簡易定期点検、専門点検、定期点検及びその他の点検）を行った年月日

及び内容・結果（故障等の箇所など）
⑧修理を行った年月日及び内容・結果（速やかな修理が困難である場合はその理由

及び修理の予定時期など）
⑨充填 ・ 回収した年月日及び充填 ・ 回収したフロンの冷媒番号区分別の種類・量

※1.簡易定期点検の記録は、点検の年月日及び漏えいの徴候の有無を記録します。

※2. 点検 ・ 整備記録簿は記録事項を満たすものであれば既存様式も含め特段の様式は問いません E
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電子的点検・整備記録簿のサンプル（画面イメージ）
車整

一
二聖豊里隼讐 「「年口月口日 目「「年口只白目

定量冷峰田充場・回収作車は、 ’R一種フロン姐克墳E岨軍司フロン頭町揖筏術書資格僅有者本人によるか． またはその立会いカ切要です．
！！（編劇：！il1 11 

一
製造脅号｝

2.濁通点樟ー聾備. ［！）.岨・克場記録 信凶割昏号..道府’Rを入1Jずる1:1医者豊盤情砲が湿朱されます，lll，置の『そ骨舶を乱首唱舎は同曹を・考繍にごE入〈ださい，禿織冷婦が’表の使用冷銀と得奮するとエラー 1:，.ります，

出荷醐胸瑚量

置置’鉱血血発泡量

錨作知2衰の究室：；芸品
！！！

， ICゴ江口「一一「｜ 埠 時間匡孟早早
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